
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合相談支援体制の構築 

・身体・知的・精神の３障害をワンストップで受ける相談窓口（ｱｳﾄﾘｰﾁを含む） 

・重複障害等の支援困難事例の対応 

・地域自立生活支援センター事業の障害者自身による相談（ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ） 

 

 

地域自立生活支援センター事業を移転して機能の充実を図り、総合的な相談支援や

専門的な相談支援を実施する。 

権利擁護・虐待防止 

・成年後見制度利用支援 

・虐待防止 

 

障害者 24時間安心相談・サポート事業の

障害者虐待に関する相談・通報・届出の

受理（後見利用の促進を含む）を移転し

て虐待防止センター機能の一部を兼ねる 

障害者地域自立支援協議会 

必要となる人員 

社会福祉士 

精神保健福祉士 

保健師・看護師 

（相談支援専門員） 

 

地域移行・地域定着 

・入所施設や精神科病院への働きかけ 

・地域の体制整備に係るコーディネート 

 

 

障害者 24 時間安心相談・サポート事業を一

部移転し、地域移行や地域定着に向けた必要

な体制を整備するための総合調整を行う。 

地域の相談支援体制の強化 

・地域の相談支援事業者や身体・知的障害者相談員等との連携・支援体制の強化 

・相談支援事業者に対する専門的な指導、助言や人材育成の支援（研修会等） 

・地域自立生活支援センター事業の取組みを踏まえた講座及び講演会の開催 

 

指定相談支援事業者を初めとした地域の関係機関と連携・協働し障害福祉に関する

福祉ニーズの充足のために利用できる人材や施設、知識等の社会資源の向上を図

り、相談支援活動の拠点として事業運営を行う 
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支援を拒否する方

へのアウトリーチ 孤立している障害

者へのアウトリーチ 

養護者を含めた
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